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目

次

１５

規

則

○
東
京
都
公
文
書
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…（
総
務
局
公
文
書
館
）…
�

○
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
職
員
支
援
課
）…
�

○
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
制
度
企
画
課
）…
�

○
東
京
都
恩
給
給
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
雇
傭
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
等
給
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…（
同
）…
�

○
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…（
同
）…
�

○
特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
特
別
区
が
処
理
す

る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…（
総
務
局
行
政
部
区
政
課
）…
�

○
市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す

る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…（
総
務
局
行
政
部
市
町
村
課
）…
�

○
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
戦
略
部
戦
略
課
）…
�

○
東
京
都
体
育
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…（
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
局
ス
ポ
ー
ツ
推
進
部
調
整
課
）…
�

規

則

東
京
都
公
文
書
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
二
号

東
京
都
公
文
書
館
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
文
書
館
条
例
施
行
規
則
（
令
和
元
年
東
京
都
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
二
施
設
の
項
中
「
三
、
六
〇
〇
円
」
を
「
三
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
八
〇
〇
円
」
を

「
四
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
七
〇
〇
円
」
を
「
九
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
〇
〇
円
」
を

「
二
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
八
〇
〇
円
」
を
「
二
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
五
、
七
〇
〇
円
」
を

「
五
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
〇
〇
円
」
を

「
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
九
〇
〇
円
」
を
「
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
附
帯
設
備
の
項

中
「
二
、
八
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
四
八
〇
円
」
を
「
四
二
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
東
京
都
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
二
条
第
一
号
イ
⑶
」
を
「
第
二
条
第
一
号
イ
⑵
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
第
十
三
条
第
一
号
ロ
」
を
「
第
十
三
条
第
一
号
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
四
号

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

別
表
２
の
部
⑸
の
項
中
「
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
技
術
管
理
課
」
を
「
住
宅
政
策
本
部
住

宅
企
画
部
技
術
管
理
課
」
に
改
め
、
同
表
９
の
項
中
「
当
該
業
務
」
の
下
に
「
の
う
ち
、
納
税
義
務
者

等
と
の
折
衝
に
係
る
も
の
（
総
務
局
長
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
軽
油
引
取
税
若
し
く
は
犯
則

事
件
の
調
査
に
係
る
も
の
（
総
務
局
長
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
四
百
四
十
円
（
特

に
困
難
で
あ
る
と
総
務
局
長
が
定
め
る
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
百
四
十
円
）
」
を

「
六
百
四
十
円
」
に
改
め
、
同
表
１２
の
部
⑵
の
項
中
「
支
庁
、
西
多
摩
福
祉
事
務
所
又
は
児
童
相
談
所

（
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
）
」
を
「
支
庁
又
は
西
多
摩
福
祉
事
務
所
」
に
改
め
、
「
、
児
童
福

祉
司
」
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶

児
童
相
談
所
に
所
属
す
る
児
童
福

祉
司
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
又

は
児
童
心
理
司
が
、
児
童
福
祉
法
に

規
定
す
る
業
務
を
行
う
た
め
家
庭
を

訪
問
し
た
と
き
、
若
し
く
は
面
接

（
養
護
相
談
、
非
行
相
談
又
は
こ
れ

ら
に
準
ず
る
相
談
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
行
っ
た
と
き
、
又
は
同
法

に
規
定
す
る
一
時
保
護
を
行
っ
た
と

き
。

日
額

九
百
五
十
円

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
９
の
項
の
改
正
規
定
及
び

附
則
第
三
項
の
規
定
は
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
、
附
則
第
五
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務

手
当
で
、
同
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

別
表
９
の
項
の
改
正
規
定
の
施
行
の
日
前
に
同
項
の
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
職
員
の

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
支
給
す
る
こ

と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
同
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

東
京
都
恩
給
給
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
五
号

東
京
都
恩
給
給
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
恩
給
給
与
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
十
八
歳
以
上
」
を
「
重
度
障
害
の
状
態
で
あ
つ
て
生
活
資
料
を
得
る
み

ち
の
な
い
成
年
の
子
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
十
八
歳
以
上
」
を
「
重
度
障
害
の
状
態
で
あ
つ
て
生
活
資
料
を
得
る
み

ち
の
な
い
成
年
の
子
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
め
い
り
よ
う
に
」
を
「
明
ら
か
に
」
に
、
「
（
加
算
の
原
因
と

な
る
べ
き
子
が
十
八
歳
以
上
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
」
を
「
及
び
」
に
、
「
市
区
町
村
長
若
し
く

は
」
を
「
区
市
町
村
長
又
は
」
に
、
「
二
十
歳
以
上
」
を
「
重
度
障
害
の
状
態
で
あ
つ
て
生
活
資
料
を

得
る
み
ち
の
な
い
成
年
の
子
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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二

恩
給
権
者
の
死
亡
当
時
の
請
求
者
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
謄
本
若

し
く
は
戸
籍
抄
本
又
は
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
四
十
七

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写

し
第
三
十
一
条
の
二
第
七
項
中
「
十
八
歳
以
上
」
を
「
重
度
障
害
の
状
態
で
あ
つ
て
生
活
資
料
を
得
る

み
ち
の
な
い
成
年
の
子
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
東
京
都
恩
給
条
例
及
び
東
京
都
恩
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
五

号
）
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
子
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
規
定
中
「
成
年
の
子
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
歳
以
上
の
子
（
婚
姻
し
た
二
十
歳
未
満
の
子
を

含
む
。
）
」
と
す
る
。

一

条
例
附
則
第
八
十
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
子

第
四
条
第
二
項
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定

二

条
例
附
則
第
八
十
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
子

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十
五
条
第
二
項
の
規

定
附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の

改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

東
京
都
恩
給
条
例
及
び
東
京
都
恩
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第

五
号
）
附
則
第
二
項
に
規
定
す
る
未
成
年
の
子
に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
恩
給

給
与
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第

十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第

十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
重
度
障
害
の
状
態
に
あ
つ
て
生
活
資
料
を
得
る
み
ち
の
な
い
成
年
の
子
」

と
あ
る
の
は
「
十
八
歳
以
上
」
と
、
「
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
子
が
二
十
歳
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
生
活
資
料
を
得

る
み
ち
の
な
い
こ
と
を
証
す
る
区
市
町
村
長
又
は
こ
れ
に
準
ず
べ
き
者
の
証
明
書
は
添
付
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。
」
と
、
改
正
後
の
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
重
度
障
害
の
状
態
に
あ
つ
て
生

活
資
料
を
得
る
み
ち
の
な
い
成
年
の
子
」
と
あ
る
の
は
「
十
八
歳
以
上
」
と
、
改
正
後
の
規
則
第
十

五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
診
断
書
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
診
断
書
（
加
算
の
原
因
と
な
る
べ
き

子
が
十
八
歳
以
上
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
」
と
、
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、

「
重
度
障
害
の
状
態
に
あ
つ
て
生
活
資
料
を
得
る
み
ち
の
な
い
成
年
の
子
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
歳

以
上
」
と
す
る
。

雇
傭
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
等
給
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
六
号

雇
傭
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
等
給
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

雇
傭
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
等
給
与
規
則
（
昭
和
三
十
年
東
京
都
規
則
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
二
項
中
「
十
八
歳
以
上
」
を
「
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
労
働
能
力
の
な
い
成
年
の

子
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
十
八
歳
以
上
」
を
「
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
労
働
能
力
の
な
い
成
年
の

子
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
め
い
り
よ
う
に
」
を
「
明
ら
か
に
」
に
、
「
（
加
算
の
原
因
と
な

る
べ
き
子
が
十
八
歳
以
上
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
」
を
「
及
び
」
に
、
「
市
区
町
村
長
若
し
く
は
」

を
「
区
市
町
村
長
又
は
」
に
、
「
二
十
歳
以
上
」
を
「
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
労
働
能
力
の
な
い
成

年
の
子
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
請
求
者
の
戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本
（
死
亡
し
た
る
給
付
を
受
け
る
権
利
の
あ
る
者

の
死
亡
当
時
の
請
求
者
の
身
分
関
係
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
）
」
を
「
死
亡
し
た
る
給
付

を
受
け
る
権
利
の
あ
る
者
の
死
亡
当
時
の
請
求
者
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍

謄
本
若
し
く
は
戸
籍
抄
本
又
は
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
四
十

七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写

し
」
に
改
め
る
。
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付
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

条
例
付
則
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
未
成
年
の
子
に
対
す
る
第
五
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
七
条

第
二
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
成
年
の
子
」
と
あ
る
の
は
「
二

十
歳
以
上
の
子
（
婚
姻
し
た
二
十
歳
未
満
の
子
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

雇
傭
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
等
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
給
付
等
の
年
額
の
改
定
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
七
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る

未
成
年
の
子
に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
雇
傭
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
等
給
与

規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
第
二
項
、
第
七
条
の

三
第
二
項
及
び
第
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第
七
条

の
二
第
二
項
中
「
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
労
働
能
力
の
な
い
成
年
の
子
」
と
あ
る
の
は
「
十
八
歳

以
上
」
と
、
「
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
の
は
「
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
子
が
二
十
歳
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
生
活
資
料
を
得
る
み
ち
の
な
い
こ
と
を

証
す
る
区
市
町
村
長
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
の
証
明
書
は
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
」
と
、
改

正
後
の
規
則
第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
労
働
能
力
の
な
い
成
年
の
子
」
と

あ
る
の
は
「
十
八
歳
以
上
」
と
、
改
正
後
の
規
則
第
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
診
断
書
及
び
」

と
あ
る
の
は
「
診
断
書
（
加
算
の
原
因
と
な
る
べ
き
子
が
十
八
歳
以
上
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
」

と
、
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
」
と
、
「
障
害
の
状
態
に
あ
る
た
め
労
働
能
力
の
な
い
成

年
の
子
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
歳
以
上
」
と
す
る
。

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
七
号

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
東
京
都
規
則
第
五
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

別
表
１
の
部
⑴
の
項
ア
中
「
組
織
犯
罪
対
策
第
一
課
、
組
織
犯
罪
対
策
第
二
課
、
組
織
犯
罪
対
策
第

三
課
、
組
織
犯
罪
対
策
第
四
課
、
組
織
犯
罪
対
策
第
五
課
」
を
「
犯
罪
収
益
対
策
課
、
国
際
犯
罪
対
策

課
、
暴
力
団
対
策
課
、
薬
物
銃
器
対
策
課
」
に
改
め
、
同
項
イ
中
「
、
組
織
犯
罪
対
策
総
務
課
」
を
削

り
、
同
項
エ
中
「
組
織
犯
罪
対
策
第
五
課
」
を
「
薬
物
銃
器
対
策
課
」
に
改
め
、
同
表
１３
の
項
摘
要
の

欄
中
イ
を
ウ
と
し
、
ア
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

⑴
又
は
⑵
の
業
務
に

日
没
時
か
ら
日
出
時
ま

で
の
間
に
従
事
し
た
場

合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
⑴
又

は
⑵
の
手
当
額
の
欄
に

定
め
る
手
当
額
に
当
該

手
当
額
の
百
分
の
五
十

に
相
当
す
る
額
を
加
算

す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
警

視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
に
規
定
す
る
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り

支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
た
特
殊
勤
務
手
当
で
、
施
行
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
警
視
庁
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
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二
暦
日
に
わ
た
る
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
以
後
に
始
ま
る
勤
務
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前
か
ら

始
ま
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
特
別
区
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
八
号

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
特
別
区
が
処

理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
特
別
区
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
の
表
九
の
項
中
「
並
び
に
チ
⑴
か
ら
⑺
ま
で
及
び
⑼
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
又

は
ふ
ぐ
加
工
製
品
の
取
扱
い
を
行
お
う
と
す
る
施
設
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
三
十
九
号

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処

理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
の
表
十
三
の
四
の
四
の
項
中
「
二
十
九
の
六
の
五
の
項
レ
」
を
「
二
十
九
の
六
の
五
の
項

チ
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
表
八
の
五
の
項
中
「
タ
」
を
「
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年

東
京
都
規
則
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
定
め
る
情
報
」
を
「
定
め
る
も
の
の
う
ち
地
方
税
関
係
情
報
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
条
例
別
表
第
二
の
八
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
二
の
一
の
項
」
に
、
「
定
め
る
情
報
」

を
「
定
め
る
も
の
の
う
ち
生
活
保
護
関
係
情
報
」
に
改
め
、
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四

号
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
八
条
中
「
条
例
別
表
第
一
の
八
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
九
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九

条
と
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
条
例
別
表
第
一
の
七
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
八
の
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
条
例
別
表
第
一
の
六
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
七
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七

条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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第
六
条

条
例
別
表
第
一
の
六
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
保
護
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
関
す
る
事
務

二

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
開
始
若
し
く
は
同
条
第
九
項
の
規
定
に

準
じ
て
行
う
保
護
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該

申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に
よ
る
保
護
の
開
始
又
は
同
条
第
二
項
の

規
定
に
準
じ
て
行
う
職
権
に
よ
る
保
護
の
変
更
に
関
す
る
事
務

四

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
の
停
止
又
は
廃
止
に
関
す
る
事
務

五

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
係
る
資
料
の
提
供

等
の
求
め
に
関
す
る
事
務

六

法
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
就
労

自
立
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
申
請

に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

七

法
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
進
学

準
備
給
付
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
当
該
申
請

に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

八

法
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
被
保

護
者
健
康
管
理
支
援
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務

九

法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保
護
に
要
す
る
費
用
の
返
還
に
関
す
る
事
務

十

法
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
保

護
に
要
す
る
費
用
等
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収
（
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
準
じ
て
行
う
保
護
に
要
す
る
費
用
等
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
体
育
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
一
号

東
京
都
体
育
施
設
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
体
育
施
設
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
中
「
東
京
都
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
準
備
局
長
」
を
「
東
京
都
生
活
文
化
ス

ポ
ー
ツ
局
長
」
に
改
め
る
。

別
表
一
大
井
ふ
頭
中
央
海
浜
公
園
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
場
の
項
中
「
サ
ブ
ピ
ッ
チ
（
サ
ブ
ピ
ッ
チ
附
属

施
設
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
サ
ブ
ピ
ッ
チ
（
サ
ブ
ピ
ッ
チ
附
属
施
設
を
含
む
。
以
下
同

多
目
的
コ
ー
ト

に
改
め
、
同
表
中

「
東
京
ア
ク

ア
テ
ィ
ク

ス
セ
ン
タ

ー

メ
イ
ン
プ
ー
ル

ダ
イ
ビ
ン
グ
プ

ー
ル

サ
ブ
プ
ー
ル

飛
び
込
み
用
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
ル

ー
ム

会
議
室

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

ル
ー
ム

一
月
一
日
か
ら

同
月
三
日
ま
で

十
二
月
二
十

九
日
か
ら
同

月
三
十
一
日

ま
で

毎月たそ休たは
、

日

」

じ
。
）

を
「
東
京
ア
ク

ア
テ
ィ
ク

ス
セ
ン
タ

ー

メ
イ
ン
プ
ー
ル

ダ
イ
ビ
ン
グ
プ

ー
ル

サ
ブ
プ
ー
ル

飛
び
込
み
用
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
ル

ー
ム

会
議
室

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

ル
ー
ム

一
月
一
日
か
ら

同
月
三
日
ま
で

十
二
月
二
十

九
日
か
ら
同

月
三
十
一
日

ま
で

毎
月

月
曜

た
だ

そ
の

休
日

た
る

は
、

翌
日

月
第
三

曜
日
。

だ
し
、

の
日
が

日
に
当

る
と
き

そ
の
翌

東
京
都
パ

体
育
室

一
月
一
日
か
ら

十
二
月
二
十

一
箇
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」

ラ
ス
ポ
ー

ツ
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
セ

ン
タ
ー

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

室多
目
的
室

小
多
目
的
室

小
体
育
室

多
目
的
ス
タ
ジ

オ集
会
室

同
月
三
日
ま
で

九
日
か
ら
同

月
三
十
一
日

ま
で

つ
き

を
超

い
範

お
い

知
事

に
指

る
日

第
三

日
。

し
、

日
が

に
当

と
き

そ
の

」
に
改
め
る
。

月
に

五
日

え
な

囲
に

て
、

が
別

定
す別

表
二
大
井
ふ
頭
中
央
海
浜
公
園
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
場
の
項
中
「
サ
ブ
ピ
ッ
チ
」
を
「
サ
ブ
ピ
ッ
チ

多
目
的
コ
ー

ト
」
に
改
め
、
同
表
東
京
ア
ク
ア
テ
ィ
ク
ス
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

東
京
都
パ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

体
育
室

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室

多
目
的
室

小
多
目
的
室

午
前
九
時
か
ら
午
後
九

時
ま
で

小
体
育
室

多
目
的
ス
タ
ジ
オ

集
会
室

別
表
三

一
の
部
海
の
森
水
上
競
技
場
の
項
中
「
食
堂
」
を
「
食
堂

宿
泊
室
」
に
改
め
、
同
部
大
井
ふ
頭

中
央
海
浜
公
園
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
場
の
項
中
「
サ
ブ
ピ
ッ
チ
」
を
「
サ
ブ
ピ
ッ
チ

多
目
的
コ
ー
ト
」
に
、
「
九
月
十
五

日
」
を
「
六
月
三
十
日
」
に
改
め
、
同
表
二
の
部
海
の
森
水
上
競
技
場
の
項
中
「
食
堂
」
を
「
食
堂

宿
泊

室
」
に
改
め
、
同
部
大
井
ふ
頭
中
央
海
浜
公
園
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
場
の
項
中
「
サ
ブ
ピ
ッ
チ
」
を
「
サ
ブ

多
目

ピ
ッ
チ

的
コ
ー
ト
」
に
、
「
三
月
前
の
月
の
十
五
日
」
を
「
六
月
前
の
月
の
初
日
」
に
改
め
、
同
部
東
京
ア
ク

ア
テ
ィ
ク
ス
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

東
京
都
パ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
ト
レ

ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

体
育
室

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室

多
目
的
室

小
多
目
的
室

小
体
育
室

多
目
的
ス
タ
ジ
オ

集
会
室

パ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技

力
向
上
を
目
的
と
し
た

活
動
に
使
用
す
る
場
合

は
使
用
月
の
六
月
前
の

月
の
初
日
か
ら
、
パ
ラ

ス
ポ
ー
ツ
に
使
用
す
る

場
合
は
使
用
月
の
三
月

前
の
月
の
初
日
か
ら
、

そ
れ
ら
以
外
に
使
用
す

る
場
合
は
使
用
月
の
二

月
前
の
月
の
初
日
か
ら

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
東
京
都
体
育
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
二

十
五
号
）
附
則
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

別
表
一
大
井
ふ
頭
中
央
海
浜
公
園
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
場
の
項
、
別
表
二
大
井
ふ
頭
中
央
海
浜
公
園

ホ
ッ
ケ
ー
競
技
場
の
項
及
び
別
表
三
の
改
正
規
定
（
二
の
部
東
京
ア
ク
ア
テ
ィ
ク
ス
セ
ン
タ
ー
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
三
項
の
規
定

公
布
の
日
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二

第
十
五
条
の
改
正
規
定

令
和
四
年
四
月
一
日

２

こ
の
規
則
（
前
項
各
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
体
育
施
設
条

例
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
で
、
施
行
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
の
東
京
都
パ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
使
用
に
係
る
も
の
の
申
込
期
間
は
、

同
規
則
別
表
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

３

附
則
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
体
育
施
設
条
例
施
行
規
則
第

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
込
み
で
、
同
号
に
定
め
る
日
か
ら
令
和
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

の
大
井
ふ
頭
中
央
海
浜
公
園
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
場
メ
イ
ン
ピ
ッ
チ
及
び
サ
ブ
ピ
ッ
チ
の
使
用
に
係
る
も

の
並
び
に
同
号
に
定
め
る
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
海
の
森
水
上
競
技
場
宿
泊

室
及
び
大
井
ふ
頭
中
央
海
浜
公
園
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
場
多
目
的
コ
ー
ト
の
使
用
に
係
る
も
の
の
申
込
期

間
は
、
同
規
則
別
表
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。
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